
(202401) 

 

サミットプラン 「ケガの補償制度」加入概要 兼 

契約内容に関するご説明 

 
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約（特別約款を含みます。以下同様とします。）によって定まります。この書

面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。 

詳細については「ご契約のしおり（約款）」等でご確認ください。ご不明な点については、取扱代理店または当社までお問い合わせ

ください。 

 

加入概要 

 

補償対象者 山岳遭難対策制度（ココヘリ）のサミットプラン会員 

補償期間 有効会員期間中 

適用地域 日本国内 

補償内容 

（※１）後遺障害の程度に応じて、傷害死亡・後遺障害保険金額の４％～１００％をお支払いします。 

（※２）入院中に受けた手術の場合は傷害入院保険金日額の１０倍、それ以外の手術の場合は傷害入院保険金

日額の５倍をお支払いします。 

補償を拡大または縮小する特約名および被保険者の範囲に関する特約名 

就業中の傷害危険対象外特約 

傷害後遺障害等級第１～７級限定補償特約 

運動危険等補償特約（運動種類：Ａ） 

  

補償項目 保険金額 保険金額 

傷害死亡保険金 
傷害死亡・後遺障害保険金額 50 万円 

傷害後遺障害保険金（※１） 

傷害入院保険金 

支払限度日数：60 日 

支払対象期間：60 日 
傷害入院保険金日額 1000 円 

傷害手術保険金（※２） 

傷害通院保険金 

支払限度日数：30 日 

支払対象期間：180 日 

傷害通院保険金日額 500 円 

事故発生時の注意事項 

＜保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡＞ 

保険金をお支払いする場合に該当したときは、代理店・扱者または引受保険会社ま

でご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。な

お、保険金をお支払いする場合に該当した日から３０日以内にご連絡がない場合、

もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場

合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払い

することがあります。 
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保険金をお支払いする場合・保険金のお支払額・保険金をお支払いしない主な場合 

※印を付した用語については、下記の「※印の用語のご説明」をご覧ください。（各欄の初出時のみ※印を付しています。） 

保険金の種類 
保険金を 

お支払いする場合 
保険金のお支払額 保険金をお支払いしない主な場合 

傷

害

保

険

金 

傷害死亡

保険金 
★傷害補

償（Ｍ

Ｓ＆Ａ

Ｄ型）

特約 

保険期間中の事故によ

るケガ※のため、事故

の発生の日からその日

を含めて１８０日以内

に死亡された場合 
 
 

 

傷害死亡・後遺障害保険金額の全額 

 

（注１）傷害死亡保険金受取人（定めな

かった場合は被保険者の法定相続

人）にお支払いします。 

（注２）既にお支払いした傷害後遺障

害保険金がある場合は、傷害死亡・後

遺障害保険金額から既にお支払いし

た傷害後遺障害保険金の額を差し引

いた額をお支払いします。 

 

●保険契約者、被保険者または保

険金を受け取るべき方の故意ま

たは重大な過失によるケガ 
●闘争行為、自殺行為または犯罪

行為によるケガ 
●自動車等※の無資格運転、酒気

帯び運転※または麻薬等を使用

しての運転中のケガ 
●脳疾患、病気※または心神喪失

によるケガ 
●妊娠、出産、早産または流産によ

るケガ 
●引受保険会社が保険金を支払う

べきケガの治療※以外の外科的

手術その他の医療処置によるケ

ガ 
●戦争、その他の変乱※、暴動に

よるケガ（テロ行為によるケガ

は、条件付戦争危険等免責に関

する一部修正特約により、保険

金の支払対象となります。） 
●地震もしくは噴火またはこれら

を原因とする津波によるケガ 
●核燃料物質等の放射性・爆発性

等によるケガ 
●原因がいかなるときでも、頸（け

い）部症候群※、腰痛その他の

症状を訴えている場合に、それ

を裏付けるに足りる医学的他覚

所見のないもの※ 
●入浴中の溺水※（ただし、引受保

険会社が保険金を支払うべきケ

ガによって発生した場合には、

保険金をお支払いします。） 
●原因がいかなるときでも、誤嚥

（えん）※によって発生した肺

炎 
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●別記の「補償対象外となる運動

等」を行っている間のケガ 
●別記の「補償対象外となる職業」

に従事中のケガ 
●乗用具※を用いて競技等※をし

ている間のケガ 
など 

（注）細菌性食中毒およびウイル

ス性食中毒は、補償の対象には

なりません。 
 

傷

害

保

険

金 

傷害後遺

障害保険

金 
★傷害補

償（ＭＳ

＆ Ａ Ｄ

型）特約 

保険期間中の事故によ

るケガ※のため、事故

の発生の日からその日

を含めて１８０日以内

に後遺障害※が発生し

た場合 
 
 
 
 

 

傷害死亡・後遺障害保険金額×約款所

定の保険金支払割合（４％～１００％） 

 

（注１）政府労災保険に準じた等級区

分ごとに定められた保険金支払割合

で、傷害後遺障害保険金をお支払いし

ます。 

（注２）被保険者が事故の発生の日か

らその日を含めて１８０日を超えてな

お治療※を要する状態にある場合は、

引受保険会社は、事故の発生の日から

その日を含めて１８１日目における医

師※の診断に基づき後遺障害※の程度

を認定して、傷害後遺障害保険金をお

支払いします。 

（注３）同一の部位に後遺障害を加重

された場合は、既にあった後遺障害に

対する保険金支払割合を控除して、保

険金をお支払いします。 

（注４）既にお支払いした傷害後遺障

害保険金がある場合は、傷害死亡・後遺

障害保険金額から既にお支払いした傷

害後遺障害保険金の額を差し引いた額

が限度となります。また、保険期間を通

じてお支払いする傷害後遺障害保険金

は、傷害死亡・後遺障害保険金額が限度

となります。 

 

 

 

（傷害死亡保険金と同じ） 
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傷

害

保

険

金 

傷害入院

保険金 
★傷害補

償（Ｍ

Ｓ＆Ａ

Ｄ型）

特約 
 

保険期間中の事故によ

るケガ※のため、入院

※された場合（以下、こ

の状態を「傷害入院」と

いいます。） 
 
 

 
傷害入院保険金日額×傷害入院の日数 
 
（注１）傷害入院の日数には以下の日

数を含みません。 
・事故の発生の日からその日を含め

て支払対象期間※（６０日）が満了

した日の翌日以降の傷害入院の日

数 
・１事故に基づく傷害入院について、

傷害入院保険金を支払うべき日数

の合計が支払限度日数※（６０日）

に到達した日の翌日以降の傷害入

院の日数 
（注２）傷害入院保険金をお支払いす

る期間中にさらに傷害入院保険金の

「保険金をお支払いする場合」に該

当するケガ※を被った場合は、傷害

入院保険金を重ねてはお支払いしま

せん。 

（傷害死亡保険金と同じ） 

傷

害

保

険

金 

傷害手術

保険金 
★傷害補

償（Ｍ

Ｓ＆Ａ

Ｄ型）

特約 

保険期間中の事故によ

るケガ※の治療※のた

め、傷害入院保険金の

支払対象期間※（６０

日）中に手術※を受け

られた場合 
  
 

１回の手術※について、次の額をお支

払いします。 
 
① 入院※中に受けた手術の場合 

傷害入院保険金日額×１０ 
② ①以外の手術の場合 

傷害入院保険金日額×５ 
（注）次に該当する場合のお支払方法

は下記のとおりとなります。 
① 同一の日に複数回の手術を受け

た場合 
傷害手術保険金の額の高いいず

れか１つの手術についてのみ保険

金をお支払いします。 
② １回の手術を２日以上にわたっ

て受けた場合 
その手術の開始日についてのみ

手術を受けたものとします。 
③ 医科診療報酬点数表に手術料が

１日につき算定されるものとして

定められている手術に該当する場

（傷害死亡保険金と同じ） 



(202401) 

合 
その手術の開始日についてのみ

手術を受けたものとします。 
④ 医科診療報酬点数表において、

一連の治療※過程で複数回実施し

ても手術料が１回のみ算定される

ものとして定められている区分番

号に該当する手術について、被保

険者が同一の区分番号に該当する

手術を複数回受けた場合 
その手術に対して傷害手術保険

金が支払われることとなった直前

の手術を受けた日からその日を含

めて１４日以内に受けた手術に対

しては、保険金をお支払いしませ

ん。 
 

傷

害

保

険

金 

傷害通院

保険金 
★傷害補

償（Ｍ

Ｓ＆Ａ

Ｄ型）

特約 
 

保険期間中の事故によ

るケガ※のため、通院

※された場合（以下、こ

の状態を「傷害通院」と

いいます。） 
（注）通院されない場合

で、骨折、脱臼、靱（じ

ん）帯損傷等のケガを

被った所定の部位※

を固定するために医

師※の指示によりギ

プス等※を常時装着

したときは、その日数

について傷害通院し

たものとみなします。 
 

 
 

 

傷害通院保険金日額×傷害通院の日数 

 
（注１）傷害通院の日数には以下の日

数を含みません。 
・事故の発生の日からその日を含め

て支払対象期間※（１８０日）が満

了した日の翌日以降の傷害通院の

日数 
・１事故に基づく傷害通院について、

傷害通院保険金を支払うべき日数

の合計が支払限度日数※（３０日）

に到達した日の翌日以降の傷害通

院の日数 
（注２）傷害入院保険金をお支払いす

る期間中に傷害通院された場合は、

傷害通院保険金をお支払いしませ

ん。 
（注３）傷害通院保険金をお支払いす

る期間中にさらに傷害通院保険金の

「保険金をお支払いする場合」に該

当するケガ※を被った場合は、傷害

通院保険金を重ねてはお支払いしま

せん。 

（傷害死亡保険金と同じ） 
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補償対象外となる運動等 

リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機（＊１）操縦（＊２）、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、

超軽量動力機（＊３）搭乗、ジャイロプレーン搭乗 
その他これらに類する危険な運動 

（＊１）グライダーおよび飛行船は含みません。 
（＊２）職務として操縦する場合は含みません。 
（＊３）モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュ

ート型超軽量動力機は含みません。 

補償対象外となる職業 

オートテスター（テストライダー）、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手（競輪選手）、モータ

ーボート（水上オートバイを含みます。）競争選手、猛獣取扱者（動物園の飼育係を含みます。）、プロボクサー、プ

ロレスラー、ローラーゲーム選手（レフリーを含みます。）、力士 
その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業 

 
【特約の説明】 

セットする特約 特約の説明 

条件付戦争危険等免責に関

する一部修正特約 
保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テ

ロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・

思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張

に関して行う暴力的行動をいいます。 

就業中の傷害危険対象外特

約  

職業または職務に従事している間のケガ※に対しては、傷害保険金をお支払いしませ

ん。通常の通勤途上はお支払いの対象となります。 

傷害後遺障害等級第１～７

級限定補償特約  

後遺障害等級第１～１４級のうち第１～７級に掲げる保険金支払割合（４２％～１０

０％）を適用すべき後遺障害※が発生した場合のみ、傷害後遺障害保険金をお支払い

します。 
（注）同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保険

金支払割合を控除し、控除後の保険金支払割合が、後遺障害等級第１～７級に掲げる

保険金支払割合以上の場合のみ保険金をお支払いします。 
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【※印の用語のご説明】 

用語のご説明 

●「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。 
「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。 
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予知できない、被保険者の意思に基づかない

こと」を意味します。 
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でな

いこと」を意味します。 
「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発

生する中毒症状（＊１）を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。 
①細菌性食中毒（＊２） 
②ウイルス性食中毒（＊２） 
（＊１）継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。 
（＊２）食中毒補償特約がセットされている場合は、お支払いの対象となります。ただし、傷害死亡保険金について

は、約款所定の条件に該当した特定の時間帯または特定の場所にいる間（就業中（通勤途上を含みます。）、学校等

の管理下中、旅行中（日帰りの国内旅行は含みません。）、団体の管理下中、行事参加中、施設内入場中等）におい

て細菌性食中毒またはウイルス性食中毒の原因となった食物を摂取した場合に限り傷害保険金をお支払いしま

す。 

●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。 

●「酒気帯び運転」とは、道路交通法第６５条（酒気帯び運転等の禁止）第１項に定める酒気を帯びた状態で自動車

等※を運転することをいいます。 

●「病気」とは、被保険者が被ったケガ※以外の身体の障害をいいます。なお、被保険者が病気によって被ったケガ

については、病気として取り扱います。 

●「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 

●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいま

す。 

●「頸（けい）部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。 
●「医学的他覚所見のないもの」とは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、

神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないもの

をいいます。 

●「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。 

●「誤嚥（えん）」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。 

●「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート（水上オートバイを含みます。）、ゴーカート、スノーモービル、そ

の他これらに類するものをいいます。 

●「競技等」とは、競技、競争、興行（＊）または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等

に準ずるものを含みます。   
（＊）いずれもそのための練習を含みます。 

●「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が将来にお

いても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被保険者が症

状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※を除きます。 

●「医師」とは、被保険者以外の医師をいいます。 
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●「入院」とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専

念することをいいます。 

●「支払対象期間」とは、支払いの対象となる期間をいい、それぞれについて、証券等記載の期間または日数をいい

ます。なお、入院※が中断している期間がある場合には、その期間を含む継続した期間をいいます。 

●「支払限度日数」とは、支払対象期間※内において、支払いの限度となる日数をいい、それぞれについて、証券等

記載の期間または日数とします。 

●「手術」とは、次のいずれかに該当する診療行為をいいます。 
① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為（＊１）。

ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術お

よび授動術ならびに抜歯手術を除きます。 
② 先進医療※に該当する診療行為（＊２） 
（＊１）①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科

診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。 
（＊２）②の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の

処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤

投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。 

●「通院」とは、病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療※を受けることをいい、オ

ンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのもの

は含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬

点数表においてオンライン診療料を１回算定された場合は、最初の１回のみ通院したものとみなします。 

●「ケガを被った所定の部位」とは、次のいずれかの部位（指、顔面等は含まれません。）をいいます。 
・長管骨（上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。以下同様とします。）または脊柱 
・長管骨に接続する上肢または下肢の３大関節部分（中手骨、中足骨およびそれらより指先側は含まれませ

ん。）。ただし、長管骨を含めギプス等※の固定具を装着した場合に限ります。 
・肋骨-胸骨（鎖骨、肩甲骨は含まれません。）。ただし、体幹部にギプス等の固定具を装着した場合に限ります。 
●「ギプス等」とは、ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するもの（硬性コルセッ

ト、創外固定器、その他医学上ギプスと同程度の安静を保つために用いるものをいい、バストバンド、軟性コルセ

ット、サポーター、頸（けい）椎カラー、厚紙副子、ニーブレース等は含まれません。）をいいます。 

●「先進医療」とは、手術※を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に

厚生労働大臣が定めるもの（先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所に

おいて行われるものに限ります。）をいいます。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等

は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。 
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